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収 支 報 告 書

資金管理団体の指定の有無

ば 無

□ 有
公 職 の種 類

資金管理団体

の届出をした

者 の 氏 名

資金管理団体の指定の期間

令和 年

年

月

月

日から

日まで令和

※報告対象年の途中で資金管理団体の

指定 。取消をした場合のみ記入

令和 う   年分

活動区域の区分

□ 2以上の都道府県の区域等 ビ 同一の都道府県の区域内

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者

の  氏  名
公 職 の種 類

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

和

和

令

令

年

年

月

月

日から

日まで

※報告対象年の途中で国会議員関係政

治団体の指定・取消をした場合のみ

記入

1

記載 繰越 検算 入力 校正

つ つ つ 7(その 1)

(ふ りがな),中タラ滉ιvレクタとt/“ん彰 顔Fヾ
1政 治 団 体 の 名 称

臼由『々と乞 口碑や遵浴2罪

2 主たる事務所の所在地 たかフ録 口(コ ヤ Cl鬱
ンて手口‖́ グと

'

f>TJI/ン て々 、rツレ多,と

3代 表 者 の 氏 名
イレ 咽た

4 会 計 責 任 者 の 氏名
 狂盆 叩ζ  与

事務担当者の氏名
  た7 T,7 冠

(電話 ) ヲ973-23-分 37r

(電話 )

(電話 )

政治団体の区分

支の党

政

政

政

回

ビ

ロ 治 資 金 団

党

吉焉

体

□ 政治資金規正法第18条の 2第 1項
の 規 定 に よ る 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部



(その 2)

1 収支の総括表
収 支 の 状 況

(注)。「(前年からの繰越額)」 は前年の報告書を確認のうえ記載してください。

(注)。「員数」は党費又は会費を納入した実人員を記載してください。

「(う ち特定寄附)」 は「個人からの寄附Jの内書を記載してください。
「(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)Jは 「小計」の内書を記載してください。

2 収入頂 国別金額の内訳

収 入 総 額
十 億 :百万

1/ タ ヲ グ FI夕 |ぴ
(前 年 か ら の 繰 越 額 ) ′ ノ|ク |ク テlb i字
(本 年 の 収 入 額 )

ク ち ユ つ / Z

支 出 総 額
ノ 炉iケレ 夢 |わ 1牛

翌 年 へ の 繰 越 額 う ,I〕 ケ1/12

(1)個人の負担する党費又は会費

額金 百 万 千

? 伊 0
貝 数

ナ タ/

121 寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 額 備 考

十億 :   I百 万 千 円
(ア)個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 ) θ

(イ)法人その他の団体からの寄附 沙

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附 |ク

|クノJヽ 言十 (ア)十 (イ)十 (ウ )

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの) 沙

イ 政 党 匿 名 寄 附 つ

合 計   (ア  + イ ) つ

2

(注 )



(その 5)

脩)本部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 金 額 年 月 日 主たる事務所の所在地 備  考

臼佛砲ι宛～分鼻訪予勝
宏

十億 百万

ど
千
タ

円

つ i∂ |っ
今やⅢb牟
そβ ιDロ t_今ゃ舟脇町と郁 3務2聘

會ψぞι亀珂を7υ分晏葬多電ZttD勢 1歩
~つ

沙 ∂ ∂ 甥 箸ロ絢 他寺走釣御町 2を 一|

住由髄 笠寇,里夢襲鯵ι豆弁 男 つ つ θ ∂ ∂
彿 どテロノ́ う口 /ただ9■ 荘 預虚町 2と 一 I

こ の 頁 の 小 計 2 が ケ D 0 0

計人
口 zlテ |ケ 沙 00

5,



(その 6)

(注)・ 1件 10万円以上の収入は個別に記載し、10万 円未満の収入は一括して「1件 10万円未満のもの」欄に記載してください。
・「摘要」欄には収入の基因となった事実を「OO銀行預金利子」というように具体的に記載してください。
・「備考」欄には年月日を記載してください。

烈 駐 曜え俗)その他の収入

摘 要 金 額 考備

十億 |百万 千 円

こ の 頁 の 小 計

1件 10万 円未 満 の もの Z抄

人
口 計 Zう

6



(その13)

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

目項 額金 考備

費

費

経

件

常経

(1)人

1
十億 百万 千

ク2/

円

∂ρ沙

121光 熱 水 費 iν

(9備 晶 e消 耗 品 費 1蓼 |あ ワi今1/
但)事 務 所 費 /ρ l伊 2131牟

計′」ヽ タろ
‐Ｉ
Я
．

歩
―
ク/

費

費

動

動

活

活

治

繊

政

位)組
2

/ 滲>予 7了/
(劾 選 挙 関 係 費 |″

(3)機関紙誌の発行その他の事業費 |プ ア琴工の計
汐

一
夕

一
プ

一ν

に)調 査 研 究 費 ″

□ 寄 附 ・ 交 付 金 lν

16)そ の 他 の 経 費 ノ

計′lヽ
ノ あ72 タ〕ノ

計八
日 ノ ノ言 ケ 升あ3

13

(注)。 当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、項目ごとに金額を「備考」欄に記載してください。



この様式は政治活畜力費用です。

(その15)

儡)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 独窃巧彿盈(たな技 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 賭
翻駒‐まヽその

け

て援‐こあっ
出
体
支
個 囃脚甑加

の
事
者
る
注
ュ

受
よ陸掴

支
あ 備  考

た 0,イ埒
|  十億 :百万

ク1夢
円
わあク
εttb巧・
(7日 多ロ 零 ゑ ロロ↓え町 ι多み 1号

こ の 頁 の 小 計
クク ρbク

そ の 他 の 支 出 字'4ノ ∂,0

人
口 計

―
必
‐

―
み
‐
クiび 伊

/国会議員関係政治団体は 1件当たり1万円以下の支出を一括して計上してください。
←それ以外の政治団体は 1件当たり5万円未満の支出を一括して計上してください。

＼
←同項目の記載が数ページにわたる場合は、最終ページにのみ記載してください。

(注)。 国会議員関係政治団体は 1件当たり1万円を超える支出について、その明細を「支出の目的」欄等に記載し、領収書等の写しを添付してください。
それ以外の政治団体は 1件当たり5万円以上の支出について、その明細を「支出の目的」襴等に記載し、領収書等の写しを添付してください。
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この様式は政治活動費用です。

(その15)

/国会議員関係政治団体は 1件当たり1万円以下の支出を一括して計上してください。
←それ以外の政治団体は 1件当たり5万円未満の支出を一括して計上してください。

＼
←同項目の記載が数ページにわたる場合は、最終ページにのみ記載してください。

国会議員関係政治団体は 1件当たり1万円を超える支出について、その明細を「支出の目的」橘等に記載し、領収書等の写しを添付してください。

それ以外の政治団体は 1件当たり5万円以上の支出について、その明細を「支出の目的」欄等に記載し、領収書等の写しを添付してください。

⑥ 政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 碗 乖妨夜 (衡 手ラ )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 購
納駒‐まヽその

け

て援‐こあっ

出

体

支

個 囃脚酬加
の
事
者
る
比
ュ

受
よ貶掴

支
あ 備  考

a宅劣氏今塾老抱笈劣碑ギスイく
億十
・‥

万百
・‥

1  1千

/1沙 |? ぅ|チ |が 窃 多 D 府陶%財■翻 ロロ↓た惑二和?夕権地生

鰤独務η乞遵稜 ワ ア ▽乙 iC)
併 挽てアa 合口添七%秘蟹珍た黛粋ツ多と房幹イパ移卜分zη得蛎剪

街海かナ
'ネ

′字,あ越髭 |ら―εワ|ム |ど) 密暫為儀膵亡勧郡 なれ 毯埒荻 徹 亀 1、分と芳膨 ″
'

奸疵公 α争ィミ 1彦11 どつ|ど)|⇔ 靴怠多e 脚 6なれたPR 国四キたl':丁 ↓ι魯4'ち

漁協会謗骸秘 捨 , て
`,テ

〉
  |

と) つ|ど)|つ 鍬蒼魏 写琵顆y名口眸打輸怖彦を絡■図今毒令 Z。 国ごみ yち

衝拷族 われ 潤 17:7 ど)|ど) lρ 幣 れ 篠グ
′
ゼ角 暉じや本声多口」t-16

こ の 貢 の 小 計 ιiワ17 / ど|∂
そ の 他 の 支 出 B 3 7

ｂ‥密
．

△
口 計 / ♪ヨ字

‥
姿
１
２
‐
/

(注 )
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この様式は政治活動費用です。

(その15)

ノ国会議員関係政治団体は 1件当たり1万円以下の支出を一括して計上してくださ
い。

←それ以外の政治団体は 1件当たり5万円未満の支出を一括して計上してください。

＼
←同項目の記載が数ページにわたる場合は、最終ページにのみ記載してください。

国会議員関係政治団体は 1件当たり_1万円を超える支出について、その明細を
「支出の目的」福等に記載し、領収書等の写しを添付してください。

それ以外の政治団体は 1件当たり5万円以上の支出について、その明細を「支出の目的」欄等に記載し、領収書等の写しを添付してください。

(9 政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 然ヒ軍銑形筋象 (乞亀安 )

支 出 の 目 的 額金 年 月 日

弾イまヽその名称，
け

て緩‐こあっ
出
体
支
個 囃脚甑加

の
事
者
る
比
ュ

受

ま
、
陸
掴
支
あ

備  考

億十
，１
，

|  百万 千 円

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出 ∂J と9 C)θ

△
口 計 p

|う
沙1沙 ρ

(注 )
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/⌒、

(その17)

1 資産等の総括表
資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 征 備   考

ア  土 地

イ 建 物 日

ウ 建 物 の 所 有 を 目的 とす る 地 上 権 又 は 土 地 の 賃 借 権 日

工 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産 □ 日

オ棗令がぽ雲穐
及
ご毒
座
ぴ霧絵
除
く亀
。

□ 日

力 金 銭 信 託 日

キ 有 価 証 券 □ 日

ク 出   資 イこ よ る 権    利

ケ 貸 付 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る 貸 付 金 □ ビ

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 ビ

サ 取得 の価額 が 100万 円を超 え る施設 の利 用 に関す る権利 口

シ 借 入 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る 借 入 金 函

17



ユ
　

　

ヽ
　

“

(その20) ど サ

旦 誓 圭
ロ

添付 書類 (別 添 の とお り)

1 領 収 書等 の写 し

2 監査 意 見書 (政 党本 部 及 び政治資金 団体 に限 る。)

3 政 治 資金 監査報 告書 (国 会議 員 関係 政治 団体 に限 る。)

この報 告 書 は、政治 資金 規 正 法 に従 つて作成 した もので あつて、真 実 に相違 あ りませ ん。

令和 7 年 多 月 ′/日

政 治 団 体 の 名 称 的翌鬼□o 鰺
会計責任者の氏名

レッ

(代表者は、解散 した年の収支報告書にのみ記載 )

代 表 者 の 氏 名

(備 考 )

・『会計責任者の氏名」の欄に、会計責任者本人の署名又は記名押印がない場合、会計責任者本人が提出する

場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合は当該代理人の権限を証する書面及び

本人確認書類の提示又は提出が必要となります。
口「代表者の氏名」欄は、解散した場合にのみ記載してください。(署名又は記名押印等が必要です。)

。国会議員関係政治団体は政治資金監査報告書の添付が必要です。
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